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第５部農業用に使われなくなったため池について 
 

農業用として使わなくなったため池は、ため池台帳と地域防災計画から削除する必

要がありますので、つぎのように処置してください。 

 

地域防災計画におけるため池 

県では、決壊により、下流に大きな被害を与える原因となることから、存

在が確認されている全ての農業用ため池を「水防注意箇所」として登録して

います。 

 

１ 全く何の目的にも使わない 

① 埋め立てしたり、堤体を開削するなどして、貯水できないように処置してくださ

い。（取水ゲートを開けておくだけでは、詰まる可能性が高いので、不十分です。） 

② 処置したことを役場に申し出てください。 

③ 役場は確認の上、状況写真を添えて地域県民局に申し出てください。（地域県民

局から県農村整備課に伝達されます。） 

④ 県は、ため池台帳から削除し、地域防災計画の更新時にこの登録から削除します。 

 

２ 農業用として使わないが、別の目的で残しておきたい場合 

① 何のために残すのか、誰が、どのように、管理するのかを決めて、そのことを役

場に申し出てください。 

② 役場は確認の上、地域県民局に申し出てください。（地域県民局から県農村整備

課に伝達されます。） 

③ 県は、ため池台帳から削除し、地域防災計画の更新時にこの登録から削除します。 

 

 

 

その他のケースについては、役場にご

相談ください。 

 

 

  

た
め
池
を
知
る 

た
め
池
管
理
の
具
体
的
な
方
法 

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
使
っ
て
点
検

た
め
池
の
簡
易
な
補
修
工
法 

廃止のために堤体を開削した例 


